令和８年度消費者教育コーディネート事業　企画提案募集要領

　本公募は、国及び県の本予算成立並びに本事業に係る「地方消費者行政強化交付金」の交付決定を前提としたものであり、予算成立及び交付決定後に効力を生じるものです。国会及び県議会において予算案が否決された場合、本事業に係る交付金の交付決定がなされなかった場合、または交付決定額に変更があった場合は、契約を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。







１　目的
高齢化の進行や民法改正による成年年齢の引下げ、デジタル化の進展等、消費者を取り巻く環境の変化に伴い、消費者被害も多様化・複雑化している。
　これらの状況を踏まえ、沖縄県では、令和４年３月に策定した「第４次沖縄県消費者基本計画」の基本目標の一つとして、消費者教育の推進を掲げ、消費者施策全体を総合的かつ計画的に推進していくこととしている。
　本事業は、「第４次沖縄県消費者基本計画」の基本目標５　考えて行動できる「うちなー消費者」の育成（消費者教育の推進）における取組をより効果的なものにするため、消費者教育に関わる多様な関係者をつなぐ役割を担う「消費者教育コーディネーター」を配置し、各ライフステージに応じた消費者教育及び社会情勢の変化に対応した消費者教育が行えるよう、県内の学校や地域において講座の活用を積極的に働きかけるとともに、講座を企画・運営・実施するなど、県民一人一人が「考えて行動できる『うちなー消費者』」となることを目指した取組を行うことを目的とする。
また、超高齢社会に対応するため、消費者被害防止のための地域の見守りネットワークの構築及び担い手育成に資する消費者教育を推進する。

２　委託業務の概要
(１)　委託業務名：令和８年度消費者教育コーディネート事業
(２)　委託期間：契約締結の日～令和９年３月15日
(３)　業務内容：別添「企画提案仕様書」のとおり

３　企画提案上限額
　　　　6,900,000円（消費税込み）
　　ただし、この上限額は企画提案のために提示した金額であり、契約金額ではない。



４　応募資格
次の要件を満たす法人又は複数の法人からなる共同企業体とする。
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(3) 宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと。
(４)		当該事業の連絡責任者を特定し、平日日中の連絡・協議・打ち合わせができること。
(５)		当該業務を円滑に履行するために必要な経営基盤及び体制を有すること。
(６)		消費者教育に関する専門的な知識・技術・人材等を有し、当該業務の目的を達するための十分な能力を有する者であること。
(７)		過去に自治体が行った消費生活関連の事業を受託し、円滑に実施した実績を有すること。
(８)		共同企業体で実施する場合は、以下の要件を満たすこと。
ア　共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
イ　共同企業体を代表する事業者は、事業目的の達成のため、他の構成員との連携を密に行い、事業を円滑に推進する能力を有する者であること。
ウ　全ての構成員が上記応募資格(１)から(３)を満たし、いずれかの構成員により(４)から(７)の要件を満たしていること。
エ　共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として、または単独で本件入札業務に参加しないこと。

５　委託業者決定までのスケジュール
	(１)　参加申込締切
	令和８年２月25日（水）17時

	(２)　質問受付締切
	令和８年３月２日（月）17時

	(３)　企画提案書等提出締切
	令和８年３月６日（金）17時

	(４)　一次審査（書類審査）
	令和８年３月９日（月）

	(５)　二次審査（プレゼンテーション）
	令和８年３月25日（水）～26日（木）

	(６)　最終審査結果通知
	令和８年４月1日（水）（予定）


　　　※なお、本事業の公募内容に関する説明会は実施しない。

６　企画提案書等の提出
（1） 参加申込書の提出
企画提案に参加を希望する者は、下記の書類を作成し、提出すること。
　　　ア　提出書類：参加申込書【様式９】
　　　イ　提出部数：１部
　　　ウ　提出期限：令和８年２月25日（水）17時
エ　提出方法：持参または郵送（ただし、郵送の場合は上記締切日必着、書留郵便
で行うこと。）
オ　提出先 ：〒900-8570　沖縄県那覇市泉﨑１－２－２（県庁１階）
　　　　　　　　　　 　　　　生活福祉部　生活安全安心課（消費生活センター）
　担当：佐和田 
（2） 企画提案書の提出
参加申込書を提出した者は、下記の書類を作成し、提出すること。
ア　提出書類：企画提案申請書【様式１】　　
会社概要【様式２】　　　　　　　
委託業務の執行体制表【様式３】　
事業実績書【様式４】
見積書【様式５】　　　　　　
企画提案書 ＜任意様式＞　　　　　　　　　　　
共同企業体協定書【様式６】　　　
誓約書【様式７】
 　　        　　  (注)共同企業体の場合は、構成員ごとに会社概要【様式２】、事業実績書【様式４】及び誓約書【様式７】を作成すること。
イ　提出部数：各７部（ただし、【様式１】については１部）
ウ　提出期限：令和８年３月６日（金）17時
エ　提出方法：持参または郵送（ただし、郵送の場合は上記締切日必着、書留郵便
で行うこと。）
オ　提出先  ：参加申込書の提出先と同一

７　企画提案書の体裁
(１)　原則として、Ａ４左綴じとする。（ただし、グラフ、表等は必要に応じてＡ３版にして折り込むなど、理解しやすいように適宜工夫してもよい。）
(２)　プレゼンテーションにおける説明は、容易に理解できるよう、簡潔にすること。
(３)　企画提案書には必ずページ番号を付すこと。

８　質疑等
質問は、質問票【様式８】により、ＦＡＸまたはメールで受け付ける。
(１)　ＦＡＸまたはメール送信後は、念のため受信確認を行うこと。
　 　　ＴＥＬ：098-863-9212　　ＦＡＸ：098-863-9215
　　　 E-mail：shouhi@pref.okinawa.lg.jp
（２） 提出期限：令和８年３月２日（月）17時
（3） 質問事項に対する回答は、随時、沖縄県消費生活センターのホームページに掲
載する。

９　企画提案書等の審査
(１)		一次審査（書類審査）
　　　生活安全安心課において、書類審査（応募資格要件等の確認）をした上で、二次審査の対象者を決める。
(２)		二次審査（プレゼンテーション審査）
　　　一次審査で選定された業者は、生活安全安心課に設置した業者選定委員会へのプレゼンテーションを行う。ただし一者のみが二次審査対象となった場合は書面で業者選定委員会の決議を諮る。
    ＜プレゼンテーション日程＞
　　　　期日：令和８年３月25日（水）～26日（木）※正式な開催日時は、後日通知する。
　　　　・各事業者の持ち時間は30分程度とし、20分をプレゼンテーション、10分程度を質疑応答時間とする。（ＰＣやプロジェクター等の使用可。）
　　　　・プレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とする。
(３)		審査結果
　　　一次審査、二次審査ともに文書で通知する。
なお、審査結果に関する問合せは受け付けない。
　　　
10　審査基準
(1) 目的合致度
・本事業の目的に沿った提案となっているか。
(2) 企画提案の内容
・企画する講座は、仕様書で求めているものに合致し、かつ理解しやすい内容となっているか。
・講師となる者は、講座を実施するにあたり十分な実績と能力を有しているか。
・本事業終了後においても、継続的に実施できる内容となっているか。
・講座活用の呼びかけは、効果的な内容・方法となっているか。
（３）実施体制
・年間を通して、本事業を確実に実施できる体制となっているか。
（４）事業実績
       ・同種または類似事業の実績を有しているか。
(５)		経費の妥当性
・経費の見積は妥当な積算額となっているか。
11　委託契約
　選定した第１位提案者と委託内容について契約の交渉を行う。ただし、第１位提案者と委託に関する協議が合意に至らなかった場合は、次点の以降の者を繰り上げて契約交渉を行う。

<留意事項>
（1） 契約に当たっては、協議の上、企画提案の内容に変更を加えることがある。
（2） 契約に当たっては、沖縄県財務規則（以下、「規則」という。）第101条第１項により、契約金額の100分の10以上の契約保証金が必要となる。ただし、規則第101条第２項の各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
（3） 当該事業について、県の了解なしに他者に再委託することはできない。

	【参考】沖縄県財務規則第101条第２項（抄）
２　前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納
付を免除することができる。
(1)　契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)　契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令（昭和
22年勅令第165号）第100条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証
契約を締結したとき。
(3)　令第167条の５及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合におい
て、その者が過去２箇年間に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種
類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、
かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)　法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。
(5)  物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。



12　その他
(１)　 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格または無効とする。
　　ア　提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
　　イ　提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
　　ウ　審査の公平性に悪影響を与える行為があった場合
　　エ　応募要領に違反すると認められる場合
　　オ　その他担当者からあらかじめ指示のあった事項に違反する場合
(２)　書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(３)　企画提案書や関連する事項について、後日ヒアリングを行うことがある。
(４)　企画提案に要する経費は、全て提出者負担とする。
(５)　提出された企画提案書については返還しない。
(６)　委託先選定に関する審査内容及び経過等についての問い合わせには回答しない。
(７)　業務の成果物は、県が使用する権利を有するものとする。
(８)　受託者は、本調査により収集した情報・データの全てについて、本調査の目的以外に使用・流用してはならず、使用・保存・処分に際しては、善良な管理者としての注意義務にて行うものとする。
　　　なお、業務完了後は、当該業務において収集した全ての情報・データ、調査書類等は破棄処分し、内容に関する記録を残さないものとする。
(９)　当該事業遂行に当たっては、各種法令等を遵守するものとする。
(10)　検討すべき事案が生じた場合は、県と受託者で別途協議するものとする。
6

